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第１章   総    則 
 
（目 的） 

第１条 この規程は、公益社団法人仙台北法人会（以下、「この法人」という。）の定款第１１条（会費）の

規定に基づき、会費に関し必要な事項を定めるものとする。 
 
（会費の種類） 

第２条 会員は毎事業年度、年額会費を納入しなければならない。 

年額会費（月額会費×１２ヶ月）は、会員種別に応じて下記各号のとおりとする。 
 
（１）正会員   

正会員の会費は資本金額により次のとおりとする。 

資    本    金 月    額 

３００万円未満   ６００ 円 

３００万円以上  ５００万円未満 ７００ 円 

５００万円以上 １０００万円未満 １，２００ 円 

１０００万円以上  ２０００万円未満 １，５００ 円 

２０００万円以上 ３０００万円未満 ２，１００ 円 

３０００万円以上 ５０００万円未満 ２，６００ 円 

５０００万円以上    １億円未満 ３，１００ 円 

１億円以上    ５億円未満 ５，０００ 円 

５億円以上 ６，０００ 円 

公益法人及び協同組合等特別法に基づき 

設立されている法人・団体 
１，０００ 円 

 
（２）賛助会員   

    賛助会員は月額 ６００円とする。 
 
（会費の使途） 

第３条 前条の会費は、毎事業年度における合計額の２０％以上を当該年度の公益目的事業に使用する。 
 
（会費の滞納） 

第４条 正当な理由がなく会費を２年分以上滞納したときは、定款第８条（会員の資格喪失）第１項第１号

により会員資格を喪失する。 
 
（会費の納期及び中途入会の会費） 

第５条 会費の納入は年１回とし、請求後３ヶ月以内に下記の方法により、全額を前納しなければならない。 

（１）口座振替 

（２）振込納付 

     但し、事業年度の中途に入会した会員の当該事業年度の会費年額は、入会の日の属する月の翌月

から年度末までの月数による。 

  ２ 前項の会費の納入は、請求書の到着後すみやかに納入するものとする。 
 
（改 廃） 

第６条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て社員総会の決議をもって行うものとする。 
 
 
 
 



 

附      則 
 

１ この規程の施行に関し、必要な事項は別に定める。 

２ この規程は、公益社団法人仙台北法人会の設立登記の日（平成２５年４月１日）から施行する。 

３ 〖移行事業年度設立の日〗定款、〖通常事業年度の開始日〗と異なる場合、特例民法法人仙台北 

法人会の会費規程に基づき年会費を前納した会員については、公益社団法人仙台北法人会設立登記日 

より定款第４６条（事業年度）の通常事業年度開始日までの会費規程第２条との差額について徴収  

しない。 

  ４ この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 

 


